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平成 31年度 

富士宮市医学生修学資金 

貸与に関する募集案内 
 

富士宮市立病院 事務部 病院管理課 

〒418-0076 富士宮市錦町３番１号 

℡ (0544)27-3151（代表） 
 

 
 

 

「人物重視・面接重視」の選考を実施します。 

 

１ 医学生貸与制度の内容 
 

 項   目 内      容 

目  的 

富士宮市立病院（以下「市立病院」という。）の医師の確保を図り、地域医

療の充実に資するために、医学生として修学中の者で、卒業後市立病院の医

師として勤務しようとするものに対して、修学資金を貸与するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸与対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学又は同法

第９７条に規定する大学院の医学を履修する課程に在籍する者であるこ

と。 

２ 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第２条に規定する免許（以下「医

師免許」という。）を取得し、臨床研修終了後、直ちに市立病院の医師（常

勤の医師に限る。以下同じ。）として勤務する意思を有する者であること。 

３ 常勤の医師の確保を目的とする他の修学資金の貸与を受けていないこ

と。 

４ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも

該当しないこと。 

※ 地方公務員法第１６条に関する概要 

（1） 成年被後見人又は被保佐人 

（2） 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わるまで又はその 

執行を受けることがなくなるまでの者 

（3） 富士宮市から懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年 

  を経過していない者 など 
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貸与の額 

及び人数 

１ 月額２５０，０００円です。 

２ 修学資金は無利子です。 

３ 対象人数は１人以内です。 

 

 

貸与の期間 

 

 

 

貸与を決定した日の属する月から大学を卒業する日又は大学院を修了

する日の属する月までとし、７２月を上限とします。 

７２月を貸与した場合（最大 18,000,000 円） 

貸与金額の

返還義務 

 

 

 貸与対象者で、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、当

該事由が生じた日の属する月の翌々月の末日までに、貸与を受けた修学

資金を一括して返還していただきます。ただし、市長が認めたときは、

別に期限を定めて、又は分割して返還することができます。 

１ 貸与期間が満了したとき。 

２ 貸与の決定が取り消されたとき。 

 なお、市立病院に勤務している間は、貸与金額の返還義務は猶予され 

る。 

返還債務の免

除 

 

貸与対象者で、次の各号のいずれかに該当するものは、返還金の全部 

を免除するものとします。 

１ 大学卒業時に医師国家試験に合格している者で、直ちに市立病院に

常勤医師として修学資金の貸与期間に相当する期間（市立病院におい

て臨床研修を行った場合は当該期間を含む。次号において同じ。）勤

務したとき。 

２ 大学院において医学を履修する課程を修了し、又は退学した後、直

ちに市立病院に常勤医師として修学資金の貸与期間に相当する期間勤

務したとき。 

３ 公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職され

たとき。 

  

その他 

 

富士宮市医学生修学資金貸与条例及び同施行規則の規定を遵守するこ

と 
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２ 医学生修学資金貸与希望者面接等案内 
 

貸与対象学生 貸与予定人員 応  募  資  格 

学校教育法（昭

和２２年法律

第２６号）第１

条に規定する

大学又は同法

第９７条に規

定する大学院

の医学を履修

する課程に在

籍する者 

 

１人以内 

１ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条

に規定する大学又は同法第９７条に規定する大学

院の医学を履修する課程に在籍する者であるこ

と。 

２ 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第２条に

規定する免許（以下「医師免許」という。）を取

得し、臨床研修終了後、直ちに市立病院の医師（常

勤の医師に限る。以下同じ。）として勤務する意

思を有する者であること。 

３ 常勤の医師の確保を目的とする他の修学資金

の貸与を受けていないこと。 

４ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

１６条各号のいずれにも該当しないこと。 

  

  

留意事項 

  次のいずれかに該当する者は、応募できません。 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号 

① 成年被後見人及び被保佐人（準禁治産者を含む） 

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

③ 富士宮市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する    

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

３ 提出書類 
（1）修学資金貸与申請書兼誓約書（第１号様式） 

     （2）住民票の写し 

（3）健康診断書（当院所定の様式） 

※ 富士宮市立病院において、修学資金貸与申請のための健康診断を受診する場合は、

無料となります。 

（4）履歴書 

（5）在学証明書（申請日の属する年度の翌年度に学校教育法第１条に規定する大学又は 

同法第９７条に規定する大学院の医学を履修する課程に入学する場合には、 

当該学校に合格したことを証する書類） 

（6）高校又は大学又は大学院の成績証明書 
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 (7) その他市長が必要と認める書類として、 

「予備調査書（当院所定様式）」 

「小論文」 

テーマ「医学、看護学以外に、自己啓発のために取り組みたいこと」 

・小論文の文字数は 1,200字程度、用紙は A４の用紙を使用してください。 

・小論文の最初にテーマ、氏名を記入してください。 

・パソコン（ワード等）入力が望ましい。 

・パソコン（ワード等）入力の場合、フォントは 12ポイントを使用し、余白は

左右 20㎜で作成してください。 

（8）面接票 

(9) 面接票返信用封筒（定型長形３号（縦 23.5㎝×横 12.0㎝）程度の大きさ１通 

82円切手を貼付したもの） 

     

４ 修学資金応募者への面接に関する案内 
 

項   目 面 接 日 及 び 面 接 会 場 

 

面  接 

 
 

平成３１年４月２１日（日） 

 （予備日４月２０日（土）） 
（時間等は後日通知します。） 

会場：富士宮市立病院 富士宮市錦町３番１号 

 

５ 申込受付期間及び応募手続 
 

申 込 期 間 
平成３１年２月１２日（火）～ ４月１０日（水） 

・受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日は除く）。 

・郵送の場合は、平成３１年４月１０日（水）までの消印に限り受付けます。 

必要書類の請求 

・必要書類は、富士宮市立病院 病院管理課で配布します。 

・郵便で請求するときは、封筒の表に「医学生修学資金申込書請求」と朱書 

し、140円切手を貼った宛先明記の返信用封筒角型２号（縦 33.2㎝×横 24.0

㎝）程度の大きさを同封して、富士宮市立病院病院管理課に請求してくださ

い。 

・富士宮市立病院のホームページからダウンロードすることもできます。 

申 込 手 続 

修学資金貸与申請書（一式）を富士宮市立病院 病院管理課に持参するか、

郵送してください。 

（郵送の場合は、特定記録等による方法をお勧めします。） 

・面接票返信用定型封筒長形３号（縦 23.5㎝×横 12.0㎝）程度の大きさ１通

（82円切手を貼付。面接票の送付に使用しますので、送付を希望する住所、

宛名を明記してください。） 

面接票の交付 

・申込書受理後、面接番号を記載した面接票を送付します。 

・面接票が 4月 18日（木）までに届かない場合は、至急富士宮市立病院  

病院管理課に連絡してください。 
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６ 面接の結果について 
 富士宮市立病院のホームページに修学資金貸与決定者の面接番号を掲載し結果発表とします。 

掲載日：4月 26日（金）の午後 

なお、採用・不採用にかかわらず面接者全員に結果通知を発送します。 

※ 面接票は面接終了後回収するため、面接番号を控えておいてください。 

 

７ 不採用者に対する面接結果の開示 
  面接結果は、本人からの請求に限り次のとおり開示します。希望する場合は、封筒の表に「結果開

示請求書在中」と朱書きし、次の書類を同封して富士宮市立病院 病院管理課に提出してください。

（郵送可。） 

 ① 面接結果開示請求書と記載したうえで、氏名、生年月日、現住所、電話番号、面接番号を書いた

書面（書式は問いません。） 

② 宛先を明記し、８２円切手を貼った返信用封筒長型３号（縦 23.5㎝×横 12.0㎝）程度の大きさ 

③ 面接者本人であることの証明書（学生証、運転免許証、保険証等の写し） 

区 分 開示内容 請求期間 

 

面接結果 

 

面接時の得点及び順位 
5月 7日（火）から 

5月 17日（金）まで（消印有効） 

※ 電話等での開示請求は受け付けません。開示は郵送のみで行います。 

 

８ 修学資金貸与方法 
      貸与決定者への貸与開始月は平成３１年４月からとして、５月分の貸与時に４月分を含めて 

２か月分を一括送金し、６月以降は当月分を当月払いとして、月末までに指定口座に入金します。 

     

 

   

９ 修学資金貸与の取り消し 
   申込書及び提出書類の記載に詐称等の不正があった場合には、修学資金貸与決定を取り消しま 

す。 

 

10 その他 
  ・ 面接会場及びその周辺での駐車はできません。車での来場はご遠慮ください。   

  ・ 面接書類は返却しませんので、ご承知おきください。 

 

 

 


